
松浦市

令和6年2月29日号

(VOL33)

対象者
初回接種を完了した、生後６か月以上の方
※初回接種は、生後６か月～４歳は1～3回目接種、5歳以上は１・２回目接種

※接種間隔は、最終接種日から3か月以上

使用するワクチン オミクロン株（XBB.1.5）対応ワクチン（ファイザー社・モデルナ社）

接種券
お手元の未使用の接種券をご使用ください。
松浦市へ転入後松浦市の接種券がお手元にない場合や紛失した場合は、再発行申請が必要です。

予約方法
予約方法は以下の3通りです。

①松浦市役所健康ほけん課へ電話

０９５６－７２－１１１１ 月～金曜日（祝日除く）8時30分～１７時１５分

『コロナワクチンの予約をしたい』とお伝えください。

②ウェブサイトから予約

③医療機関へ直接予約

●能塚医院（0956-73-0077） ●松浦市立鷹島診療所（0955-48-2012）

QRコードを読み取り後サイトへアクセス

または、https://jump.mrso.jp/422088/へアクセス

24時間受付可能

についてのお知らせ

特例臨時接種による は無料接種

令和６年３月３０日（土）で終了します
接種間隔をご確認の上、時間に余裕をもって予約をお取りください

新型コロナワクチンの接種を初めて受ける場合、合計2回（6か月～4歳の方がファイザー社のワクチンを受ける

場合は合計3回）の接種を行います。

この１・２回目（6か月～4歳の方がファイザー社のワクチンを受ける場合は合計3回）の接種を1セットとして、

「初回接種」といいます。

令和6年3月30日（土）までに初回接種を完了できない場合、残りの接種は自費で受けていただくこととなり

ます。接種を希望する方は、健康ほけん課（0956-72-1111）へお問い合わせください。

令和5年秋開始接種

まだ一度もコロナワクチンを接種したことがない方

終了に伴い、様々な機能が令和6年3月末で終了します。詳しくは裏面をご覧ください。

市報に合わせて全戸配布しておりました「新型コロナワクチン接種について」の発行はVOL33で終了いたしま

す。令和６年度以降の接種体制に関する新しい情報は、今後は市報やホームページをご確認ください。

新型コロナワクチンは、特例臨時接種としての取り扱いが令和5年度末で終了します 裏面へ



新型コロナワクチンに関して令和6年3月末に終了する機能等をお知らせします。

令和6年4月以降、接種券の発行・再発行は実施しません。

季節性インフルエンザと同様に予診票を各自医療機関で取得す

ることとなります。

令和6年3月31日をもって発行終了

現在の接種証明書が必要な場合、令和6年3月31日までは画像で保存す

ることができます。証明書の詳細画面から『この証明書を画像として保存』

をタップして画像を保存できます。

バージョン1.4.0以降のアプリで証明書を発行・画像保存できます。

バージョン1．3.0以前のアプリで発行した証明書は画像保存できません。

令和6年3月31日（日）18時をもって終了

（電話）　0120-764-060

副反応等の専門的な問合せ
（FAX）　0800-080-6976（聴覚障害者向け）

受付時間：9時～18時（土日祝含む）

令和6年3月31日（日）24時をもって終了

長崎県受診・相談センター （電話）　0120-071-126

発熱などの症状があり、受診先に迷う場合 （FAX）　03-4500-2416（聴覚障害者向け）

受付時間：24時間（土日祝含む）

全戸配布によるお知らせはVOL33をもって終了

令和6年4月以降は市報およびホームページにてお知らせします。

令和6年度も継続予定

電話　0120-761770（フリーダイヤル）

受付時間：9時～21時（土日祝日も実施）

コロナワクチンナビによる

接種券再発行申請

住所地外接種届

令和6年3月25日（月）19時をもって受付終了

接種券の発行・再発行

接種証明書アプリ

松浦市からの新型コロナワ
クチンに関するお知らせ

厚生労働省新型コロナワクチン
コールセンター
　新型コロナワクチンに関する電話相談窓口

長崎県コロナワクチンコール
センター

松浦市役所 健康ほけん課 健康推進係
電話 0956-72-1111 土日祝日を除く月～金曜日 8時30分～17時15分
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